
（第４４条関係）

鳥取県有機農産物等認証業務苦情処理規程

（目的）

第１条 この規程は、鳥取県有機農産物等認証業務規程第４４条の規定に基づき、県が認

、 （ 「 」 。）証に関する異議申し立て 有機農産物等に関する苦情又は請求 以下 苦情 という

を適正かつ迅速に処理するため必要な事項について規定する。

（苦情の受付）

第２条 苦情があったとき、事務局は別記様式に定める「有機農産物等苦情処理票」によ

り受け付ける。

２ 県は、第１項により正式に苦情を受け付けた旨を、申立て者に通知するものとする。

（苦情の処理）

第３条 県は、前条で受け付けた苦情について、県で検討した結果を文書で回答するなど

適切に処理しなければならない。

２ 県は、苦情の内容が認証の判定に関するときは、必要に応じて再検査を行うものとす

る。再検査を行う検査員及び再検査結果に基づき判定を行う判定員は、当該苦情に関与

しない者より指名するものとする。

３ 県は、前条により受け付けた苦情により、不適合業務が検出された場合又は不適合の

発生する恐れのある場合は、鳥取県有機農産物等認証業務の不適合業務の是正及び予防

に関する規程に基づき処理するものとする。

４ 県は、第１項で規定する対応結果について相手方が異議申し立てを行った場合は、当

該申し立ての内容を調査の上、必要な措置を講ずるとともに、当該対応を相手方に回答

するものとする。

（賠償責任）

第４条 県は、県が行う認証業務を原因とする賠償責任などの債務に対して適切に対応す

るものとする。

（記録の保持）

第５条 県は、苦情の処理の経緯及び対処の結果を記録し、それを保持するものとする。

附 則

この規程は、平成１６年１月８日から施行する。

附 則

この改正は、平成１７年５月１９日から施行する。

附 則



この改正は、平成１８年７月５日から施行する。

附 則

この改正は、平成２２年３月２９日から施行する。

附 則

この改正は、平成２４年８月１０日から施行する。

附 則

この改正は、平成２５年３月２７日から施行する。

附 則

この改正は、平成３１年４月１９日から施行する。



年 月 日

有機農産物等苦情処理票

整理番号

受付年月日 年 月 日

方 法 □ 来訪 □ 電話 □ その他

住 所 対 担当

相手方 ふりがな 応 職

氏 名 者 氏名

電 話 時間

項 目 ：

（内 容）

（処理方法・結果）

回答の有無 □ 有 □ 無

処理 回 答 日

結果 回答の方法 □ 文書 □ その他（ ）

備考


